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第一編  

  
 

新庁舎建設基本構想 
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序章 はじめに  

 

本町は平成１７年の町村合併以降、旧天間林村役場庁舎を本庁舎、旧七戸町役場庁舎を七

戸支所（七戸庁舎）として使用してきましたが、本庁舎は建設から５５年、七戸庁舎は４５

年が経過しており、年々老朽化が進んできています。特に本庁舎においては、平成２８年度

の建物調査の結果、躯体のコンクリート強度が設計基準値を満たしていないことから、今後

大規模改修工事を実施しても約１０年後には安心安全に庁舎を使用することができないと

判定されました。災害時に防災拠点として機能できない可能性があることから、本庁舎での

行政運営には限界が近づいています。 

また、行政サービスにおいては、手続窓口の分散化により利用者の方に施設間の移動や複

数回の来庁などが生じ、不便を掛けています。 

現在町では、公共施設の統合整備による適正な施設管理を推進しており、これまでも庁内

において、老朽化に伴う公共施設の集約化や効率化を図るための議論を行ってきました。庁

舎についても町が抱える課題解決のため、公共エリアの利用方針を検討する「公共エリアマ

ネジメントプロジェクト」において新庁舎建設に関する協議、検討を進め、令和 4 年 9 月

には「新庁舎建設庁内検討プロジェクトチーム」並びに「新庁舎建設庁内検討会議」が設置

され、令和 5 年 9 月には町内各種団体の代表者や一般公募により選出された町民などで構

成される「新庁舎建設検討委員会」が設置され更なる調整や検討を重ねました。 

この基本構想は本町が目指す新庁舎整備の基本的な考え方を示すもので、引き続き策定

する「七戸町新庁舎建設基本計画」において具体的な検討を行う際の指針となります。 

 

 

 



2 

 

第一章 庁舎の現状と新庁舎の必要性 

１ 現庁舎の概況 

本町では、現在、行政サービスの提供を旧町村庁舎や複数の公共施設に分散して行ってい

ます。本庁舎、七戸庁舎ともに耐震改修工事を行っていますが、本庁舎は建物の老朽化、七

戸庁舎は一部が土砂災害警戒区域に指定されているなどの課題を抱えていることから、新

たな庁舎整備の検討を行う必要があります。ここでは、各庁舎及び施設の概況をまとめます。 
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２ 現庁舎の課題 

 各庁舎及び施設については、現在次のような課題があります。 

 

(1) 建物の老朽化と維持管理費の増加 

  本庁舎、七戸庁舎は平成２４年度に調査した耐震診断の結果、耐震判定基準を満たして

おらず、防災対策の拠点となる役場庁舎の耐震化が喫緊の課題となったことから、本庁舎

は平成２９年度、七戸庁舎は平成３０年度に耐震改修工事を実施しました。 

また、公共施設の⾧寿命化に関する検討において、平成２８年度に躯体調査を行ったと

ころ、コンクリート強度の数値から本庁舎の耐用年数は令和１５年まで、七戸庁舎は概ね

令和６０年までと判定されました。併せて、本庁舎については、構造体となるコンクリー

トの強度不足を改良する工事は現実的に不可能であるという結論に至りました。 

重ねて、本庁舎は築５５年、七戸庁舎は築４５年を経過しており、今後、高圧受電設備

やボイラー等の機械設備の修繕や更新、建物の改修等が予想され、施設の維持管理費は増

加するものと見込まれます。 

 

(2) 災害時の対応 

  七戸庁舎は、一部が土砂災害警戒区域に指定されており、土砂災害時に庁舎自体が被害

を受けることも想定され、災害情報の収集、災害応急活動といった機能が果たせなくなる

恐れがあります。（P５参照） 

 

(3) 行政機能の分散化に伴う住民サービスの低下 

本庁舎、七戸庁舎、天間林保健センター、道の駅しちのへ道路・観光情報館と行政機能

が分散しており、来庁者が関連する手続を行う際には、施設間の移動が必要になるなど不

便が生じています。複数部署にまたがる事業や打合せのため、日常的に庁舎間の移動が生

じ、時間、経費ともにロスが生じている状況です。 

 

(4) バリアフリー・ユニバーサルデザインへの対応 

  現庁舎については、玄関のスロープや階段の手すり設置、トイレの改修などバリアフリ

ー化を進めてきましたが、本庁舎にエレベーターが設置されていないなど、未だに対策が

十分ではありません。多様な来庁者への配慮として、ユニバーサルデザインを取り入れた

施設整備が求められています。 

 

(5) 通路及び執務スペースの狭あい 

  近年の業務量増加により永年保管資料や重要書類が増えてきていることで、保管場所

の確保が難しくなってきており、書庫に収まりきらない書類等は執務スペースや通路に
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収納棚を設けて保管しています。そのため通路や執務スペースの狭あい化が進行し、来庁

者や職員の動線が妨げられ、車いす等を利用される来庁者にとっては特に不便な状況と

なっています。 
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３ 新庁舎建設の必要性と比較検討 

本町では、「新町建設計画」や「七戸町公共施設等マネジメント計画」等において、公

共施設の統合整備による適正な施設管理を推進しており、公共エリアの利用方針を検討す

る「公共エリアマネジメントプロジェクト」において、新庁舎整備も具体的な案件として

検討が始まりました。 

また、「新庁舎建設庁内検討プロジェクトチーム」及び「新庁舎建設庁内検討会議」で

前述の課題解決のためには、本庁舎と七戸庁舎を統合した新庁舎の整備が望ましいとの方

針から、その整備方法については下記の６案を比較、検討しました。 

 

 

第１案 本庁舎の改修 

平成２８年に行われた建物の躯体調査において、そのコンクリート強度から、⾧寿 

命化のための改修には適さない建物であると診断されました。耐用年数は令和１５年

までと診断されており、将来的に建替えが必要となります。 

 

 

第２案 七戸庁舎の改修 

一部土砂災害警戒区域に指定されており、災害時に行政機能がストップしてしまう 

恐れがあることから、防災拠点としての利用には適していません。 

 

 

第３案 本庁舎の敷地内に新築 

駐車場スペースを活用しての新築は、工事と並行して本庁舎を開庁するため敷地が

手狭になり、来庁者や職員の駐車場を確保することが難しくなります。 

また、既存施設に隣接して建設することで、計画建物の配置や間取りに制約が出ま

す。それに伴い住民へのサービス提供に影響が出ることが危惧されます。 

 

 

第４案 七戸庁舎の敷地内に新築 

一部土砂災害警戒区域に指定されており、災害時に行政機能がストップしてしまう

恐れがあることから、防災拠点としての利用には適していません。 

 

 

第５案 移転新築（建設用地新規取得） 

用地取得に係る多額な費用を要し、事業費の増加が見込まれます。 
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第６案 移転新築（荒熊内地区・公共施設等建設事業用地） 

すべての課を集約することを前提にしても十分な広さが確保でき、かつ町有地であ

るため新たな用地取得費用が不要となります。さらに、現庁舎を使用しながら工事を

行うことが可能です。 

また、２つの現庁舎のほぼ中間かつ全町的にもほぼ中心に位置しており、町の中核

となる施設として建設場所は問題ないと考えられます。併せて、公共施設の集約地と

して新たな賑わい創出が可能となります。 

 

以上の比較、検討の結果、本庁舎は⾧寿命化のための改修ができず、耐用年数が近づい

ています。 

また、七戸庁舎は一部土砂災害警戒区域に指定され防災拠点となり得ないことから、新

しい庁舎の建設が必要であると判断しました。建設場所については、現庁舎敷地内では用

地面積や工期など計画に対する制約が大きく、新たに用地を購入するとなると、それに係

る財源が必要となります。よって、第６案の「荒熊内地区・公共施設等建設事業用地」が

合理的であるとの結論に至りました。 

このことから新庁舎建設は、第６案を採用し、整備することとします。 
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第二章 新庁舎建設の基本理念及び基本方針 

１ 地方自治法上の位置づけ  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第４条第２項により、地方公共団体の庁舎の位

置の決定、変更にあたっては、「住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の

官公署との関係等について適当な考慮をはらわなければならない。」とされています。 

 

２ 上位計画・関連計画 

 本構想を策定するにあたっては、上位計画及び関連計画との整合性を図る必要がありま

す。本構想に関する上位、関連計画には、以下の 7 計画があり、計画における新庁舎建設に

関わる記載事項は以下のようになっています。 
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３ 基本構想（素案）策定までの経緯 

 基本構想（素案）の策定にあたり、広く意見を吸い上げるため、町民アンケートやワーク

ショップ、職員アンケートなどの基礎調査を実施し、その結果等を基に庁内で検討を重ねま

した。 

 なお、基本構想（素案）策定に至る経緯と概要は以下のとおりです。 

 

(1) 基礎調査の実施 

 

① 町民アンケート 

現庁舎の利用状況や新庁舎への要望、現庁舎の利活用などについて、令和４年１０月

から１１月の期間で町内在住の１８歳以上の男女１，６００人を対象に「七戸町新庁舎

建設に関するアンケート」を実施しました。新庁舎に対する要望や現庁舎の抱える課題

などについて調査を行いました。 

 

② 町民ワークショップ 

   現庁舎に対する意見や新庁舎への要望、現庁舎の利活用について一般応募者が参加

し、令和４年１１月から令和５年２月にかけて４回実施しました。各回にわたる意見交

換を通して多様な意見に触れ、利用者視点の意見を把握しました。 

 

③ 高校生ワークショップ 

   七戸高等学校２学年の生徒参加のもと、現庁舎の課題、新庁舎への要望、現庁舎の利

活用をテーマに令和４年１０月から１２月にかけて４回実施しました。4 回目の発表会

では町⾧、教育⾧も出席し、直接自分たちの意見を提言する場となりました。 

 

④ 職員アンケート、文書量調査、ヒアリング 

   令和４年１０月、全職員を対象に執務環境に関するアンケートを実施しました。 

また、執務環境の実態調査として、本庁舎、七戸庁舎、天間林保健センター、道の駅

しちのへ道路・観光情報館の文書量調査（紙書類の量、保管場所の調査）とヒアリング

を実施し、実際に執務する職員の意見を把握しました。 

 

 なお、①町民アンケート、②町民ワークショップ、③高校生ワークショップ、④職員アン

ケート（文書量調査、ヒアリング除く）の結果等については、別冊の資料編に掲載していま

す。 
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(2) 検討会議の実施  

  

① 新庁舎建設庁内検討プロジェクトチーム会議 

基本構想策定の中核と位置付け、庁内関係各課の実務者レベル（課⾧補佐級職員）に 

より構成され、令和４年１２月から令和５年６月にかけて４回の会議の中で、調査内容

の把握、それを基に基本構想（素案）の内容検討を行いました。 

 

② 新庁舎建設庁内検討会議 

庁内の課⾧級職員により構成され、令和５年５月から７月にかけて３回の会議を実施 

し、新庁舎建設庁内検討プロジェクトチーム会議で検討された基本構想（素案）の内容

協議、確認を行いました。 
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４ 基本理念 

新庁舎整備を検討するにあたり、町民及び職員の意見を集約したところ、以下の要望が多

くみられました。 

 

① 手続きしやすい窓口の配置 

② プライバシーに配慮した窓口 

③ 気軽に利用できるスペースの確保 

④ 災害時や緊急時にも迅速に対応できる庁舎 

⑤ 誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン 

 

 上記の意見は、新庁舎に抱く町民のイメージを表していると考えます。このような意見を

基に質の高い行政サービスが提供でき、災害に強く、町民をはじめとした多くの方に気軽に

来てもらえる庁舎づくりを目指すべく、下記のとおり基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

「寄り添う」には、防災拠点として町民に寄り添う、さらに、多様化するニーズへ対応し

どんな方にも寄り添う、という意味合いが込められています。 

「アットホーム」には、すべての町民のよりどころとなり、親しまれる庁舎という意味が

込められています。 
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５ 基本方針 

新庁舎建設にあたっては、庁舎が抱える課題の解決、災害発生時における災害対策本部と

しての機能の発揮及び行政サービスを継続することを念頭に、現在分散している行政施設

を統合した庁舎建設を進めます。町民や職員への意向調査の結果等を踏まえ、新庁舎建設に

おける基本方針を次のとおり定めます。 
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【基本方針１】 

利用しやすい庁舎 

  町民の利用が多い届出、申請、相談などの窓口サービスの利便性を高めるため、分散し

ている本庁舎、七戸庁舎、天間林保健センター、道の駅しちのへ道路・観光情報館の全課

を集約し、町民のニーズに対応した利便性の高い庁舎を検討します。 

また、ユニバーサルデザインの導入を図るなど、来庁者が利用しやすい庁舎を検討しま

す。 

 

（求められている機能・設備） 

・窓口のワンフロア化 

・総合案内の設置 

・プライバシーに配慮した窓口の配置 

・エレベーターやバリアフリートイレの整備 

・使いやすいローカウンターや広くゆとりのある通路 

・来庁者の憩いの場や子育て世代が利用しやすいキッズスペース 

・誰にでもわかりやすい案内表示 

・行政情報や観光情報を発信するスペース 

 ・ユニバーサルデザインを取り入れた整備 

 

【基本方針２】 

防災拠点として十分に機能する庁舎 

災害の発生時に行政機能を維持しつつ、災害対応の拠点を強化し町民の生活を守るた

め、耐震性に優れ、迅速な支援や復旧活動を行うことができる防災機能を備えた庁舎を

検討します。 

 

（求められている機能・設備） 

・地震などの災害に強い建物 

・防災無線など情報通信設備の強化 

・備蓄品や応援物資などの防災用品を収納するスペース 

・停電時にも対応できる非常用電源設備 
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【基本方針３】 

機能的で快適な庁舎 

  快適な執務空間を確保するとともに、今後の行政需要の多様化、社会情勢の変化、情報

化の進展など、様々な変化に対応できるよう、効率的で機能的な庁舎を検討します。 

また、個人情報を取り扱うことから、防犯及びセキュリティ機能を強化した庁舎を検討

します。 

  

（求められている機能・設備） 

 ・情報を適正に管理するための強固なセキュリティ対策、防犯対策などの整備 

・ネットワーク環境の整備、ICT の活用 

・用途に応じて分割できるなど、多目的利用が可能な共用スペース 

・オープンフロアを基本とした働きやすい執務空間 

・執務空間と利用者空間の明確な区分 

・職員の福利厚生に配慮した空間設備 

 

【基本方針４】 

環境にやさしく経済的な庁舎 

本町が目指すカーボンニュートラル及び循環型社会の実現に向け、二酸化炭素の排出

削減に努め、環境に配慮した省エネルギーや創エネルギーの設備の導入を検討します。 

また、新庁舎建設後の維持管理経費を抑えた経済的な庁舎を検討します。 

 

（求められている機能・設備） 

・省エネルギーに配慮した照明、空調設備 

・維持管理費用の削減や二酸化炭素の排出削減に貢献する設備の導入 

・管理や更新が容易にできる効率的な設備などの配置 

・地域材を活用した建物 
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第三章 新庁舎建設の規模 

１ 建設候補地の概要 

(1) 建設候補地選定の経緯 

 新庁舎建設については、新たな用地取得の費用負担が不要となる、荒熊内地区に位置す

る町有地を建設候補地としました。（P６、7 参照）なお、建設候補地の北側には、令和 5

年度に七戸町総合アリーナと公共駐車場が建設、整備されました。 

  主な選定理由として、分散している行政機能を集約することが可能な庁舎建設の用地

面積を確保できることや他公共施設と連携が図れる場所であること、現庁舎を継続して

利用し行政サービスに支障をきたさず新庁舎を建設できること、災害危険区域外である

ことが挙げられます。 

  また、町内外からの来庁者にとっても様々な交通手段によるアクセスがしやすい場所

でもあります。 
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下図のとおり、土砂災害警戒区域及び河川浸水想定区域には指定されていません。 

 
 

(2) 都市計画における位置づけ 

荒熊内地区は、以下の図に示すように、東北新幹線七戸十和田駅に近接した地域に都市

計画を設定しており、駅周辺が近隣商業地域、その南側に準住居地域、西側に第一種住居

地域、建設候補地は近隣商業地域となっています。 
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(3) 建設候補地（建設検討エリア）の概要 

建設候補地（建設検討エリア）は、南北の町道荒熊内大通り線を基準に西側を A 区

画、東側を B 区画とし、今後策定する基本計画において、両区画における与件整理を行

い、建設場所と配置計画を検討します。 

 

【建設候補地】 

 
【建設検討エリア】 

 

住 所 A 区画：荒熊内 67-177 ほか B 区画：荒熊内 67-163 ほか 

敷地面積 A 区画：14,273 ㎡ B 区画： 9,767 ㎡ 

近隣の 

公共施設 

七戸町観光交流センター、七戸警察署、中央消防署、 

道の駅しちのへ（物産館、七彩館、道路・観光情報館、鷹山宇一記念美術館） 
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(4) 建設候補地の地質情報 

設計段階で詳細な地質調査を行いますが、現時点の検討としては平成３０年に実施し

た「七戸町新体育館建設地質調査」より、建設候補地に一番近い地点（P２０参照）の

調査結果を参考にします。 

参考の地質調査結果によると、１５.１５ｍ以深のＮ値３０～５０程度の砂礫層が支持

層と想定されます。この砂礫層を支持層とする場合は杭基礎が想定され、より安全側に

なります。 

ただし、予定される新庁舎が１階～２階建ての低層での建設が想定される場合は、比

較的荷重が小さく想定出来るため、１.７５ｍ以深のＮ値８～３４の砂質層を支持層とす

る地盤改良による直接基礎も考えられます。この場合は５.７５ｍ以深にＮ値１～３程度

のシルト層があるので、圧密沈下の検討を行い、安全性を確認する必要があります。 

新庁舎建設検討の際には新たに地質調査を行い、安全性、経済性を考慮して十分な検

討の上、基礎工法の決定をする必要があります。 
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２ 新庁舎の建設規模 

(1) 規模算定の前提条件 

  新庁舎の規模については、役場全課を集約することで算出します。 

前提条件となる町の人口等は以下のとおりです。 

 

 ・想定人口 １２,７２９人（２０３０年・七戸町人口ビジョンより） 

 ・職員数  １８０人（令和 5 年度現在・配置課職員、再任用及び会計年度任用職員含む） 

 ・議員数    １６人（令和 5 年度現在） 

 

(2) 新庁舎面積の算定 

庁舎の必要面積は、総務省「地方債事業の標準面積算定基準（以下、起債事業費算定基

準）」と国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」を用いて算出します。 

なお、総務省「起債事業費算定基準」は、平成２３年度に廃止されていますが、現在も

多くの自治体において庁舎の延床面積算定の参考とされているため、本町でも面積算定

の方法のひとつとして用いました。 

 

① 総務省「起債事業費算定基準」による算出 

算定基準以外に必要と思われる諸室機能は、同規模他自治体の整備事例を参考にします。

総務省「起債事業費算定基準」により算出される面積は、５,０１８㎡となります。 
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② 国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」による算出 

 

算定基準以外に必要と思われる諸室機能は、総務省基準及び同規模他自治体の整備事例

を参考にします。 

国土交通省「新営一般庁舎面積算定基準」により算出される面積は、4，５８６㎡となり

ます。 

 

以上から、新庁舎の想定規模（延床面積）は４,６００㎡ ～ ５,０００㎡とします。 

 

想定規模は概算による参考値であり、今後、策定する基本計画において効率的な執務空間

を検討するとともに、平面計画により精査を行います。 
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(3) 駐車場面積の算出 

駐車場面積の算出については、同規模自治体を参考に来庁者用５５台（障がい者用含む）

とします。通路部分を含む 1 台あたりの駐車場面積を４０㎡と設定し、５５台×４０㎡

＝２,２００㎡と想定します。 

また、職員の駐車場については、建設検討エリア内もしくは公共駐車場を利用すること

を検討します。 

 

 

(4) 空間（フロア）構成 

   詳細な空間（フロア）構成は基本計画段階で検討しますが、配置する部署とその機能分

担については、以下の考え方を基本に計画します。 

 

  ・行政事務機能 

    利用者が手続を円滑に行うことができるよう、窓口部署はできる限り低層階に配 

置します。また、町⾧室、副町⾧室、教育⾧室や行政の管理的な事務を行う部署に 

ついては、業務上のつながり等を考慮し、同一階に配置するなど、可能な限りまとま 

りをもった配置とします。 

 

  ・災害対策本部機能 

    災害発生時の様々な対応へ配慮し、災害対策本部の活動に支障をきたさないよう、 

危機管理室等を町⾧室、副町⾧室、教育⾧室、防災担当部署と隣接した場所に配置し 

ます。 

 

  ・議会機能 

    本会議場、委員会室、議員控室、議会事務局などの機能は同一階に集約し、円滑な 

議会運営が図れるよう配置します。 
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第四章 新庁舎建設の概算事業費及び財源 

１ 概算事業費 

新庁舎建設に係る概算事業費においては、建設工事の他に地質調査、造成、外構工事、

設計、監理などが見込まれており、現時点での概算事業費は下表のとおりです。 

近年、他市町村の庁舎建設事例（※参考）では、１㎡当たりの平均単価は５２～５３万

円程度となっています。ただし、建設資材の価格上昇が年々続いており、本構想では価格

上昇を見込み、庁舎建設費の１㎡当たりの単価は５８.５万円と設定しました。詳細な事業

費については設計段階で事業内容を十分に精査しますが、今後における労務単価や建設資

材の高騰などにより、さらに事業費が増加する可能性も考えられます。 

なお、新庁舎規模は４,６００㎡～５,０００㎡と算出しましたが、ここでは中間値４,８

００㎡を基準として概算事業費を算出します。 

 

 

【概算事業費】 

 

 

■参考：環境に配慮した省エネルギーや創エネルギー設備導入庁舎事例 
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２ 財源 

新庁舎建設事業に係る財源は、新庁舎建設基金、起債及び一般財源を想定しています。 

 

 

 

 

第五章 新庁舎建設事業スケジュール 

 

新庁舎建設事業のスケジュールは下表の内容で想定しています。令和４～６年度に基本

構想及び基本計画を策定し、その後に建設手法などの検討、基本設計、実施設計を行いま

す。 

 令和 8 年度に七戸町総合アリーナにおいて、第８０回国民スポーツ大会が開催され、大

会期間中には建設候補地も使用することから、建設工事は大会終了後の令和９年度より着

手し、２～３か年で庁舎建設、引越しを行い、令和１１年度中の供用開始を目指します。 

ただし、今後の社会情勢や財政状況により事業スケジュールが変更となることも考えら

れます。 
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第六章 新庁舎建設後の現庁舎の方向性 

 

本庁舎は躯体のコンクリート強度不足が見受けられるため、一部解体も視野に入れ方向

性を検討していきます。七戸庁舎については、建物の一部が土砂災害警戒区域に指定されて

いることから、使用可能な用途での利活用または解体を検討していくこととします。



 

 

 

 

 

 

第二編  

  
 

 

  

新庁舎建設基本計画 
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序章 新庁舎建設基本計画について  

１ 基本計画の位置づけ 

第一編の基本構想では、新庁舎整備の基本的な考え方を示しました。そして、この基本計

画では、次のステップである基本設計に進むため、基本構想を踏まえて具体化を進めた整備

方針に加え、建物配置や性能などの施設計画を示します。 

なお、本計画の策定にあたっては、基本構想に引き続き「新庁舎建設庁内検討プロジェク

トチーム会議」及び「新庁舎建設庁内検討会議」において素案を作成し、「新庁舎建設検討

委員会」において審議を重ねました。 
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第一章 新庁舎の導入機能 

 

 基本構想に示す 4 つの基本方針に基づき、新庁舎の導入機能を以下に示します。 

 なお、具体的な導入設備については、今後、本章に示す考え方を踏まえながら検討を深め、

基本設計に反映することとします。 

 

１ 基本方針に基づく庁舎機能の考え方と機能例 

 

 

 

(1) わかりやすく利用しやすい窓口 

①利用者の動線に配慮した利便性の高い窓口 

○住民票や戸籍に関する手続き、税金及び福祉関係など来庁者の利用が多い窓口を一

つのフロアに集約することで、利便性と窓口サービスの向上を図ります。 

 

  ○来庁者がスムーズに手続きをできるよう、わかりやすい案内表示とします。 

 

  〇様々な来庁者への利便性を考慮する観点から、座りながら手続きや相談ができるロ

ーカウンターを基本に計画します。 

 

②プライバシーへの配慮 

○窓口にパーテーションを設置するなど、来庁 

者の個人情報の保護に配慮します。 

 

○相談室は、来庁者のプライバシーを確保する 

ため、動線や設置位置に配慮し、安心して相 

談できる環境を整備します。 

 
パーテーションが設置された窓口 

（平川市庁舎） 
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(2) ユニバーサルデザイン 

①移動空間への配慮  

○庁舎内は段差のないフロアとし、通路は車い 

す利用者と歩行者が支障なくすれ違うことの 

できる幅を確保します。 

また、階段やエレベーターなどへの手すりの 

設置など、安心して移動できるよう整備しま 

す。 

              

②安心して利用できるトイレ 

○高齢者や車いす利用者、子ども連れの方など 

様々な利用者に対応できるよう、使いやすい 

スペースや手すりの設置、乳幼児用のおむつ 

交換台、オストメイト※用設備などを備えた 

トイレを整備します。 

 

③子育て中の方への配慮 

○授乳室やキッズスペースなど、子ども連れの 

方でも安心して来庁できるような環境を整備 

します。 

     

④わかりやすい案内表示 

○案内表示は、案内用図記号(ピクトグラム)な 

どを用いるとともに、設置場所や表示に適し 

た大きさ、色などを検討し、来庁者が一目で 

目的と場所がわかるデザインとします。 

  

 

 

 
※ 様々な病気や事故などにより、お腹に排泄のための『ストーマ（人工肛門・人工膀胱）』を造設した人 
  のこと。（厚生労働省 HP より） 

 ピクトグラムを使用したサインの事例 

 多機能な設備を配備したトイレの事例 

 二段手すりが設置された階段の事例 

キッズスペースの事例（平川市庁舎） 
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○点字ブロックや矢印による表示など、視覚や 

聴覚に障がいのある方でもスムーズに案内で 

きるよう整備します。 

 

 

(3) 休憩スペースの整備 

○観光やイベントなどの情報を提供するコーナ 

ーの設置や無料公衆無線 LAN の整備など、 

   来庁者が気軽に利用できる空間を整備します。 

 

 

(4) 来庁者にやさしい駐車スペース 

○正面入口付近に、車いすを利用される方や妊 

娠をしている方など車の乗り降りが困難な方 

のために、横幅に余裕のある思いやり駐車ス 

ペース※を整備します。 

    

○タクシーの乗降場所は正面入口付近とし、キ 

ャノピーなどの設備を整備することで、来庁 

者の快適な動線確保を図ります。 

 

○庁舎と来庁者用駐車場を結ぶ動線には、キャ 

ノピーや外灯などの設備を検討し、悪天候に 

も安全に移動できるよう配慮します。 

   

○駐輪スペースは、屋根付きや正面入口付近へ 

の設置など、雨にあたらないよう工夫して整 

備します。 

 

 

 

 

 
※ 高齢者の方、障がいを持つ方、怪我をしている方、妊娠をしている方など、車の乗り降りが困難な方

のために広い幅を確保した駐車スペースのこと。 

 思いやり駐車スペースの事例 

 キャノピーの事例 

 無料公衆無線 LAN スポット 
(南部町庁舎) 

休憩スペースの事例 (平川市庁舎) 
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(1) 耐震性能の確保 

①構造体の耐震安全性の目標及び保有すべき性能 

○建物の耐震については、国土交通省による「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」 

において、建物の各部位における耐震安全性の目標が下表のとおり示されています。 

新庁舎は、大地震直後から災害対応の拠点としての十分な機能維持が求められるこ

とから、本町においては、構造体を「Ⅰ類」、建築非構造部材を「Ａ類」、建築設備を

「甲類」として設計を行います。 
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②構造形式の比較 

 ○地震発生時の揺れに対する構造形式については、耐震構造の他に制振構造、免震構造

があり、それぞれの特徴は下表に示すとおりです。 

新庁舎においては、耐震安全性の目標である「Ⅰ類」を確保できること、建設費やメ

ンテナンス費用等の経済的メリットが大きいことから、「耐震構造」を採用します。 
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(2) 防災拠点としての機能 

○災害対策本部機能を含めた業務継続のため、 

「大規模災害発生時における地方公共団体の 

業務継続の手引き」に基づき、災害発生から 

７２時間は外部からの供給なしで非常用電源 

を稼働できる設備を整備します。 

 

○災害発生時に備え、迅速かつ効果的、継続的  

に災害対応を行うための機器などを整備しま 

す。 

  

○災害発生時における避難生活に必要な物資の備蓄のため、新庁舎建設敷地内に防災 

倉庫（３００㎡程度）を整備します。 

 災害対策本部の事例 
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(1) 防犯設備と情報管理 

○庁舎内や駐車場、その他敷地内に防犯カメラ 

などを設置し、防犯体制の強化を図ります。 

 

○町民の個人情報や行政情報を保護するため、 

ロビーや休憩スペースなどの来庁者が利用す 

るエリアと執務室や書庫などの職員が利用す 

るエリアを区分し、段階に応じてセキュリテ 

ィレベルを高めていきます。 

 

〇個人情報など重要書類を保管するエリアには、入退室管理などのセキュリティ対策

を講じます。 

 

(2) 執務機能 

①連携しやすい執務空間 

○執務空間を間仕切り壁で分割することは、原 

則行わず、見通しのよいオープンフロアを基 

本とします。 

 

 

○無線 LAN 環境を整備するとともに、机やキャビネットの配置を工夫し、課の統廃合  

があった場合にも職員の移動を容易に、かつ職員数の変化にも柔軟に対応できる執 

務空間を計画します。 

 

○執務室や会議室等の机、いす、キャビネットなど備品については、現庁舎備品の再利 

用も考慮し、基本設計及び実施設計と並行して行うオフィス環境計画※により、快適 

な執務空間を整備します。 

 
※庁舎内のレイアウトや備品選定など、執務環境を整備する計画のこと。 

 セキュリティを考慮した入退室管理 

オープンフロアの事例 
（平川市庁舎） 
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②文書及び情報管理 

○文書の電子化や電子決裁によるペーパーレス 

化を行い、文書保管量のスリム化を図るとと 

もに自治体 DX※に向けた取組を推進します。 

 

 

③会議室 

  ○様々な利用形態や規模にも対応可能な可動間 

仕切りや WEB 会議ができる設備の導入を推 

進します。 

 

○現状の会議室の利用状況や利用人数などを考 

慮した面積や室数とします。 

 

 

(3) 福利厚生機能  

○職員の休憩室や更衣室及びそれらに付帯する設備を整備し、職場環境の向上を図り

ます。 

   

  

 
※ 自治体がデジタル技術を活用して住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図り行政サービス

の質を高めること。 

 可動間仕切りを配備した 
会議室の事例 
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(4) 議会機能  

①議場及び傍聴席 

  ○議場の席配置形式については、議⾧や議員席などの配置によっていくつかのレイア

ウトパターンがあります。 

また、床形式は段床形式とフラット形式があり、フラット形式にすることで多目的な

利用も可能となりますが、レイアウトパターン、床形式いずれも基本設計において決

定します。 

 

  ○傍聴席は、バリアフリー化を図るなど、誰もが傍聴しやすい空間を計画します。 
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【一般的な議場のレイアウトパターン】 

【議場の床形式の比較】 

 

 

 ②その他関連諸室の整備 

  ○委員会室や議員控室などは、議会活動を円滑で効率的に実施できる配置とします。 

 

○委員会室は、議会閉会中に庁舎会議室としても利用できるようなレイアウトを計画

します。 
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 (1) 環境負荷の低減 

新庁舎が果たすべき役割となる「環境への配慮」として、省エネルギーや省資源による環

境負荷の低減、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）などが考えられます。設備の導

入にあたっては、基本設計において、ランニングコストや費用対効果を比較検討し決定しま

す。 

 

①省エネルギーの推進 

○自然採光の有効活用、LED 照明の導入、人 

感センサーを用いた不在時消灯などによる消 

費電力の低減や断熱性能に優れた窓ガラス、 

断熱材の採用などによる空調エネルギー消費 

量の抑制を図ります。 

 

 

②再生可能エネルギーの活用  

○再生可能エネルギーについては、新庁舎建設 

候補地の環境や設備の導入規模を考慮し、太 

陽光発電と地中熱利用について導入の検討を 

行います。 

 

 

③耐久性やメンテナンス性を考慮した設備 

○⾧期的な運用の視点やランニングコスト低減を図るため、耐久性の高い建材の採用

や更新しやすい汎用性のある部材、機器を採用するなど、メンテナンス性や更新性を 

考慮した設備計画とします。 

 

 

自然採光窓（南部町庁舎） 

太陽光発電設備（七戸町本庁舎） 
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(2) 周辺環境及び景観への配慮 

○町民に⾧く親しまれる庁舎とするため、外観 

は周辺の景観と調和がとれるように配慮しま 

す。 

    

○内装などには木材を活用するなど、あたたか 

みを感じられる空間を計画します。 

  
木材を使用した内装の事例 
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第二章 土地利用計画 

１ 新庁舎建設場所の選定 

基本構想において、荒熊内地区の公共施設等建設事業用地を新庁舎の建設候補地（建設検

討エリア）と位置づけ、町道荒熊内大通り線を基準に西側を A 区画、東側を B 区画としま

した。 

建設場所の選定にあたっては、新庁舎（延床面積４,８００㎡）、来庁者用駐車場（２,２０

０㎡、５５台分）及び同じ敷地内に整備を予定している公用車車庫（約８００㎡、３０台分）、

防災倉庫（約３００㎡）を想定し、「新庁舎建設庁内検討プロジェクトチーム」及び「新庁

舎建設庁内検討会議」において、来庁者や職員の利便性、施設管理のしやすさの観点から検

討を行いました。 

検討の結果、敷地が広く全ての施設配置が可能であることや冬期間の堆雪スペースも確

保できることから、「A 区画」を建設場所とします。 
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２ 建設場所の要件整理  

新庁舎建設場所について、法規上の条件などの概要を下表に示します。 
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第三章 施設計画 

1 階層計画 

新庁舎の階層については、敷地内に配置する施設のほか冬期間の堆雪スペースも考慮し、

比較検討しました。 

 

 検討の結果、２階建てとして配置した場合、ゆとりを持たせた利用しやすい施設配置と除

雪作業の効率性を考慮した堆雪スペースの確保が可能となります。 

また、3 階建て以上は、2 階建てと比較して建設コストの増加が見込まれます。 

よって、施設管理のしやすさ、事業費縮減の観点から新庁舎の階層は 2 階建てとします。 
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2 平面計画 

(1) 必要諸室と規模 

新庁舎に必要な諸室の規模は、現庁舎を参考に下表のとおり想定します。なお、詳細な

面積は、基本設計において決定します。  
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(2) 各フロアの配置 

庁舎の形状は、機能的でシンプルかつコンパクトな形状とし、基本的な考え方を以下に

示します。 

 

〇１階に窓口対応が多い部署を配置します。 

〇窓口やエレベーターは、来庁者がホールから視認できるように配置します。 

〇執務室は、窓口対応のしやすさに配慮した配置とします。  

〇執務室と書庫や会議室は、職員の利便性を考慮した配置とします。 

〇災害対策室は、総務課に隣接させ、災害発生時に迅速に対応できるようにします。 

〇議会関連エリアはひとつにまとめ、議員や傍聴者の動線に配慮した配置とします。 
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3 構造計画  

建物の構造種別には、鉄筋コンクリート造（RC 造）、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC 造)、

鉄骨造（S 造）、木造（W 造）といった分類があります。  

選定については、建物の快適性、耐久性、経済性などを勘案し、基本設計において決定し

ます。 

 

【構造種別ごとの特性の分類】 
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第四章 事業計画 

１ 事業手法について 

新庁舎建設の事業手法については、設計と施工を分離して発注する従来方式の他に、民

間のノウハウを活かした設計・施工一括発注方式（DB 方式）やＰＦＩ方式、リース方式

の手法が考えられます。それぞれの特徴を整理すると下表のとおりとなります。 

本事業においては、町の意向を反映させやすいこと、地元企業への受注機会の創出に繋

がりやすく地域経済への波及効果も期待できることなど、総合的な観点から「設計・施工

分離発注方式」を採用することとします。 

 

【主な事業手法の比較】 
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２ 設計者選定方式について 

設計者の選定方法として考えられる競争入札方式、コンペ方式及びプロポーザル方式の

特徴は下表のとおりです。 

新庁舎の設計においては、町と設計者がコミュニケーションを図りながら、設計者の技術

力などの資質と、多岐にわたる検討をスムーズに行っていくことが重要です。設計者の選定

にあたっては、設計者の技術力や企画力、ノウハウも含めて活用できること、町の意見が反

映しやすいことから「プロポーザル方式」を採用することとします。 

 

 

【設計者選定方式の比較表】 
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３ 財政運営への影響 

新庁舎建設事業費は総額約３４億円を見込んでおり、その財源として、新庁舎建設基金を約２

０億円、起債を約１３億円、一般財源を約１億円と想定しています。 

 町では、新庁舎建設事業の財源に充てるため平成２９年度から新庁舎建設基金の積立を行っ

ており、令和５年度末における基金現在高は１３．９億円となっています。新庁舎建設事業が完

了する令和１０年度までの基金積立総額を約２０億円と設定し、計画的な基金積立を行うこと

としています。 

 また、起債とは、町が事業を実施するために借入する借金のことですが、建設工事の期間は令

和９～１０年度を予定していることから、起債についても令和９～１０年度の２か年にわたる

総額１３億円の借入を想定し、２０３３年度（令和１５年度）までの起債の年度末残高及び元利

償還額についてシミュレーションを行いました。 

 

(1) 起債（借金）残高の推計 

起債の年度末残高は、令和６年度に１３２．２億円まで増加しピークを迎えますが、その後

は減少傾向となる見込みです。令和 9 年度以降は新庁舎建設事業に係る起債残高が増加とな

りますが、減少傾向は続くと見込んでいます。 

 

【起債（借金）残高の推計】 
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(2) 元利償還額（借金返済額）の推計 

  町が借入れた借金は、後年度以降において分割して返済していくこととなります。元利償還

額（借金返済額）は年々増加傾向にあり、令和９年度には約１６億円に達する見込みです。新

庁舎建設事業に係る起債の償還が始まる令和１０年度以降もほぼ横ばいで推移すると見込ん

でいます。 

 

【元利償還額（借金返済額）の推計】 
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４ 建設スケジュール   

今後の建設スケジュールは、建物のコンセプトや大枠の仕様などの設計を行う「基本設

計」、建物の仕様や工事内容を確定させ、建設工事ができるよう詳細な設計を行う「実施設

計」、設計の検討資料とするため地中の構造や特性などを調べる「地質調査」、執務空間のレ

イアウトを作成する「オフィス環境計画」を行います。 

基本設計、実施設計を令和８年度までに完了することを目標とし、令和９年度から建設工

事の着手、令和１１年度内の供用開始を目指します。 
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